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「株式等振替決済口座管理約款」新旧対照表 

 

2019 年 6 月２８日 

（下線部分変更） 

新 旧 

第16条の2（権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引

に係る特約） 

1. 当社が、お客様による権利確定日（権利確定日が休業日であ

る場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。）

を受渡日とする上場株券等（取引所金融商品市場に上場されて

いる株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受

益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。）

の買付けに関し、当社所定の決済時限までに渡方金融商品取引

業者又は渡方登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場

株券等の引渡しが行われないこと（以下「フェイル」といいま

す。）を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様

の株主等（株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。

以下本条において同じ。）としての権利を保全するため、お客

様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するもの

とします。 

(1)当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当

該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること 

(2)前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等

としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること（需

給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れ

（新設） 
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新 旧 

の申込みを承諾しない場合があります。）及び本件貸借取引（前

号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引

をいいます。次号において同じ。）に関しては個別の株券等貸

借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理される

こと 

(3)本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業

日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること 

(4)当社は、日本証券金融株式会社等からフェイルとなった上場

株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日

からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと 

(5)お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に

提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場

株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融

株式会社等に差し入れること 

(6)権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供

を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当

該上場株券等を当社に返済すること 

(7)第4号及び第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保として

の提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券

金融株式会社等の振替決済口座の振替により行うこと。また、

前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた

上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をも

って借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこ

ととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務
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と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行され

たものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上

場株券等の担保権は合意解除すること 

2. 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発

生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた

上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当

社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくな

った場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返

還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出し

に係る返済請求権とを相殺するものとします。 

(1)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開

始の申立てがあったとき 

(2)解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき 

(3)租税公課の滞納により差押えを受けたとき 

(4)支払を停止したとき 

(5)本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若し

くは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が

発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲

渡又は質権設定の通知が発送されたとき 

(6)手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子

債権記録機関の取引停止処分を受けたとき 

(7)自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったと

き 

(8)書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部
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でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき 

3. 第1項及び第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同

意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはでき

ません。 

4. お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当

社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式

会社等は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日に

おける株主等として確定するための手続きを行います。 

5. お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に

関する基本契約書」を締結している場合でも、第1項空から第4

項、第6項及び第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、

これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでも

その旨を当社に申し出ることができます。 

6. 第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場

株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出

数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面（お

客様から担保として提供された上場株券等について、第1項第5

号に基づき日本証券金融株式会社等に対し当社が担保として提

供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含

みます。以下「貸出報告書」といいます。）を交付いたします。

（電磁的方法により通知する場合：第1項に基づき、当社がお客

様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、

当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
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する方法により提供いたします。） 

7. 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申

し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意する

ものとします。 

第43条(この約款の変更) 

この約款の変更については、「オンライントレード取扱規程」

第41条を準用します。 

第 43 条(この約款の変更) 

この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、

その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。

なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくは

お客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を

ご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがな

いときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱い

ます。 

 

以上 

 

 


